
 

 

 

 

 

 

 

1.大阪市中央区在宅医療連携拠点の取り組み 

『中央区在宅あんしんマップ』にバリアフリー情報を掲載するための調査にご協力をお願いします。 

誰もが安心して医科、歯科、薬局を利用できる中央区へ！ 

大阪市中央区では、病気になっても、住み慣れた地域で療養し、自分らしく安心して生活を続けられるように、

医療・介護・福祉の関係機関が連携するしくみづくりがすすめられています。その事業の一環として『中央区  在宅

あんしんマップ（大阪市中央区  発行）』が作成されています。 

 

中央区の障がい者を支援する福祉関係機関と意見交換をおこなった中で、車いすを利用されている方が安心して医科、

歯科、薬局を利用するために、「段差の有無」、「エレベーターの設置の有無」が必要な情報としてあげられました。 

車いすを利用している中央区民が医科、歯科、薬局を訪れる際に困らないように、バリアフリーに関する情報をあんしん

マップに反映させていきたいと考えています。 

大阪市中央区保健福祉課と協議し、『令和６年度版 中央区在宅あんしんマップ』に掲載されている医科、歯科、

薬局に対して、電話による聞き取り調査（一部ご訪問による調査）を実施しますので、ご協力を宜しくお願い致し

ます。（拠点事業として掲載されていない施設にも調査させていただく予定です）  

尚、調査結果については、本年度 2月に発行される『令和 7年度 中央区在宅あんしんマップ』 に掲載予定です。 

 

段差、スロープ、エレベーター等に関する 14 項目についてご質問させて頂きます。 
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 2.中央区在宅医療会議の開催報告 

今年度計画 

1） 中央区の在宅医療24時間体制の構築 

2）  行訪問による研修の支援 

3） 医療、介護、福祉の現場での多職種連携の支援             

≪７月23日の会議報告≫ 

1） 中央区の在宅医療24時間体制の構築に けてア ケートを実施します 

今年度は、中央区の在宅医療を担う医療機関が  時 不在時の対応に負担に感じる事についてア ケート調査

を実施します。在宅医療において積極的な役割を担う医療機関が のような支援体制を考え、整えていけばよいの

 、ア ケート結果をもとに体制づくりを検討していきたいと考えています。ご協力の程、宜しくお願い致します。 

2） ＩＣＴを用いた情報共有についての検討 

現在、在宅医療の場 では様々な ICT ツールが活用されています。積極的な役割を担う医療機関に患者の緊 

訪問を依頼する時に、ＩＣＴで連携することが不可欠であると思われるため、診療所間のＩＣＴ連携の現状を把

握し、緊 時の連絡対応 情報共有の在り方ついて検討していく必要があると考えています。今回の会議では、

MCS等のツールの使い方 利点について議意見交換を行いました。 今後も議論し検討を重ねていく予定です。 

新メンバーのご紹介  高津病院 川井医師 

高津病院、理事長の川井です。この度、金先生 らお声がけを頂き、「中央区の在宅医療において積極

的役割を担う医療機関」として連携に参 致しました。 数年前より 院患者で退院後に通院困難なた

め訪問診療が必要 と思われる患者さまに対し行っております。多数の患者を訪問診療で診ることは当院

 らでは困難で、このように連携しつつ、また、当院の役割とし、 院が必要と判断されれば、積極的に受

け れる方針であります。 

それ れの特性を活 しつつ、地域の患者さまの医療に対する満足度の 上に努めて参ります。益々皆

様のお力になれるよう尽力してまいります。宜しくお願い致します。 

 

 

＊同行訪問による人材育成研修のご案内＊   

大阪市では２０２４年度「在宅医療連携拠点」の事業の一つに、在宅医療を担う医師の 材育成が掲げられています。将

来の在宅医療を担う医師 医学部生に対する 行訪問による研修制度となっています。それ れの研修目的に応じた相談が

可能です。まずは、お気軽にご相談下さい。 

⚫ 対象者：大阪府内の医療機関に所属し、在宅医療の実施を検討している医師 

大阪府内の大学に所属し、将来在宅医療の実施を志す医学部生 

⚫ 研修日時：可能な限りご要望に沿って調整します。お気軽にご相談ください。 

⚫ 研修場所： 在宅医療において積極的役割を担う医療機関等 

⚫ 研修内容：ご希望に応じて調整します 

・新規開業を考えている医師の場合：在宅医療に  る診療の基礎知識、応用、看取り等 

・特定分野のスキルアップをめざす医師の場合：特定分野のスキルアップ等 

・在宅医療の体験 等 

           
≪お問い合わせ先≫ 中央区在宅医療連携拠点  

 電話：080-8506-5119（中西・久保） 

cyuo.z.kyoten@osaka-minami-med.or.jp 
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